
Inform
ation

暮
ら
し
の
お
知
ら
せ

　
倒
産
・
雇
い
止
め
な
ど
に
よ
り
離
職

し
た
人
を
対
象
に
、
国
民
健
康
保
険
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

対
象
＝
離
職
時
点
の
年
齢
が
65
歳
未
満

で
、
雇
用
保
険
の
特
定
受
給
資
格

者
・
特
定
理
由
離
職
者
と
し
て
失
業

等
給
付
を
受
け
る
人
。
雇
用
保
険
受

給
資
格
者
証
の
離
職
理
由（
左
表
）に

よ
り
対
象
者
を
確
認
し
ま
す

内
容
＝
前
年
の
給
与
所
得
を
1
0
0
分

の
30
と
し
て
課
税

軽
減
期
間
＝
離
職
日
の
翌
日
～
翌
年
度

末
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
の
加
入

期
間

申
請
に
必
要
な
物
＝
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で

き
る
物
、
本
人
確
認
が
で
き
る
物

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
‐

1
5
2
6
）へ
。

原
木
シ
イ
タ
ケ
な
ど
の

出
荷
・
販
売

注
意
し
て
く
だ
さ
い

　
原
木
シ
イ
タ
ケ
な
ど
の
林
産
物
は
、

ほ
か
の
食
品
よ
り
高
い
放
射
性
セ
シ
ウ

ム
が
検
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
市
内
で

の
原
木
シ
イ
タ
ケ（
露
地
栽
培
）の
出

荷
・
販
売
は
制
限
さ
れ
て
い
ま
す
。
出

荷
・
販
売
を
行
う
場
合
は
、
市
が
発
行

す
る
証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
タ
ケ
ノ
コ
な
ど
を
出
荷
・
販

売
す
る
場
合
は
自
主
検
査
を
実
施
し
安

全
性
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
農
政
課（
☎
20
‐
1�

5�

4�

1
）へ
。

第
3
子
以
降
学
校
給
食
費

無
料
化

対
象
要
件
を
緩
和
し
ま
し
た

　
市
で
は
、
子
育
て
世
帯
の
経
済
的
負

担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
市
立
小
中
・

義
務
教
育
学
校
に
通
う
第
3
子
以
降
の

学
校
給
食
費
を
無
料
と
し
て
い
ま
す
。

　
1
月
か
ら
年
齢
と
就
学
の
要
件
が
な

く
な
っ
た
の
で
、
新
た
に
対
象
と
な
る

場
合
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
市
立
小

中
・
義
務
教
育
学
校
に
在
籍
し
な
い
子

が
い
る
場
合
は
、
扶
養
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
書
類（
保
険
証
の
写
し

な
ど
）を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
人

◦
子
を
3
人
以
上
扶
養
し
て
い
る

◦
年
齢
を
高
い
順
に
数
え
て
3
番
目
以

降
の
子
が
市
立
小
中
・
義
務
教
育
学

校
で
学
校
給
食
の
提
供
を
受
け
て
い

る
◦
原
則
と
し
て
保
護
者
と
無
料
化
の
対

象
と
な
る
子
が
市
に
住
民
記
録
が
あ

り
、
同
一
世
帯
で
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
る

◦
生
活
保
護
制
度
・
就
学
援
助
制
度
で

学
校
給
食
費
の
支
援
を
受
け
て
い
な

い
◦
学
校
給
食
費
の
滞
納
が
な
い

申
請
期
限
＝
1
月
31
日
㈫（
当
日
消
印

有
効
）

申
請
方
法

◦
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://w

w
w
.

city.narita.chi 
ba.jp/kosodat 

e/kyushoku_m

 

uryo.htm
l

）に
あ

る
専
用
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申
し
込
む

◦
1
月
10
日
㈫
以
降
に
学
校
か
ら
配
布

さ
れ
る
申
請
書
を
学
校
へ
。
ま
た
は

郵
送
で
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー（
〒
2 

8 

6
‐
0
0
1
1 

玉
造
1
‐
14
）へ

※
く
わ
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー（
☎
27
‐

9
4
4
9
）へ
。

医
療
費
通
知

1
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す

　
市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
人
に
、
1
月
下
旬
に
医
療
費
通

知
を
世
帯
主
宛
て
で
送
付
し
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
8
～
10
月
に
国
民
健
康
保

険
で
受
診
し
た
医
療
費
の
総
額
と
窓
口

負
担
額
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。

　
医
療
費
通
知
は
、
確
定
申
告
の
際
に

医
療
費
控
除
の
添
付
書
類
と
し
て
使
用

で
き
ま
す
。
添
付
す
る
際
の
注
意
点
に

つ
い
て
は
、
医
療
費
通
知
の
裏
面
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
☎
20
‐

1
5
2
6
）へ
。

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

加
入
事
業
主
に
補
助
金

補
助
対
象
＝
令
和
4
年
1
月
1
日
～
12

月
31
日
に
中
小
企
業
退
職
金
共
済
掛

金
を
支
払
っ
た
事
業
主

補
助
率
＝
共
済
制
度
に
加
入
し
た
月
か

ら
12
カ
月
は
20
パ
ー
セ
ン
ト
、
13
～

60
カ
月
は
10
パ
ー
セ
ン
ト

限
度
額（
従
業
員
1
人
当
た
り
）＝
年
額

1
万
2
、
0
0
0
円

申
請
方
法
＝
1
月
31
日
㈫（
必
着
）ま
で

に
必
要
書
類
を
直
接
ま
た
は
郵
送
で

商
工
課（
市
役
所
4
階 

〒
2
8
6
‐

8
5
8
5 

花
崎
町
7
6
0
）へ

※
く
わ
し
く
は
同
課（
☎
20
‐
1
6
2�

2
）へ
。

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

離
職
し
た
人
を
対
象
に

番号 内容
11 解雇
12 解雇（天災など）
21 雇止め（雇用期間3年以上雇止め通知あり）
22 雇止め（雇用期間3年未満更新明示あり）
23 期間満了（雇用期間3年未満更新明示なし）
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転などに伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職（被保険者期間12カ月未満）

対象となる離職理由
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て
き
て
く
だ
さ
い

※
く
わ
し
く
は
保
育
課（
☎
20
‐
1�

6�

0�

7
）へ
。

軽
自
動
車
関
係
手
続
き

オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
開
始

　
軽
自
動
車
関
係
手
続
き
が
次
の
よ
う

に
変
わ
り
ま
す
。

軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス
テ
ム（
軽

Jジ
ェ
ン
ク
ス

N
K
S
）

　
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
で
は
車
検
時

の
軽
自
動
車
税
の
納
付
確
認
手
続
き
が

オ
ン
ラ
イ
ン
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

納
税
証
明
書
の
提
示
が
原
則
不
要
と
な

り
ま
し
た
。

軽
自
動
車
保
有
関
係
手
続
の
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス�（
軽
O
S
S
）

　
新
車
を
購
入
し
た
時
に
行
う
軽
自
動

車
保
有
関
係
手
続
き（
検
査
の
申
請
や

手
数
料
納
付
な
ど
）を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
で
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※
く
わ
し
く
は
、
軽
J
N
K
S
に
つ
い

て
は
納
税
課（
☎
20
‐
1
5
1
9
）、

軽
O
S
S
に
つ
い
て
は
軽
自
動
車
O�

S
S
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
☎
0
5
0
‐

3
3
6
4
‐
0
8
0
0
）へ
。

農
地
利
用
意
向
調
査

1
月
中
旬
か
ら
送
付
し
ま
す

　
農
地
利
用
状
況
調
査
の
際
に
、
雑
草

や
雑
木
が
生
え
て
い
た
農
地
の
所
有
者

な
ど
に
対
し
、
今
後
ど
の
よ
う
に
農
地

を
利
用
し
て
い
く
か
な
ど
に
つ
い
て
の

調
査
書
を
1
月
中
旬
か
ら
順
次
送
付
し

ま
す
。
過
去
に
意
向
調
査
を
行
っ
て
い

て
も
、
利
用
状
況
が
改
善
さ
れ
な
い
場

合
は
毎
年
送
付
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
農
業
委
員
会
事
務
局

（
☎
20
‐
1
5
7
3
）へ
。

ウ
ッ
ド
チ
ッ
プ
・
堆
肥
の

無
料
配
布

伐
採
し
た
樹
木
を
活
用

日
時
＝
1
月
27
日
㈮
・
28
日
㈯ 

午
前

11
時
～
午
後
3
時（
な
く
な
り
次
第

終
了
。
荒
天
時
は
中
止
）

配
布
場
所
＝
多
古
町
一
鍬
田
4
2
5

対
象
＝
市
内
在
住
で
、
袋
詰
め
・
積
み

込
み
・
運
搬
を
自
分
で
で
き
る
人

持
ち
物
＝
本
人
確
認
が
で
き
る
物
、
ス

コ
ッ
プ
、
袋
、
軍
手

※
希
望
す
る
人
は
当
日
直
接
配
布
場
所

へ
。
く
わ
し
く
は
成
田
国
際
空
港
㈱

環
境
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ（
☎

34
‐
5
0
8
6
）ま
た
は
同
社
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（https://w

w
w
.narit�

a-kinoukyouka.jp

）へ
。

国
の
教
育
ロ
ー
ン

利
子
を
半
額
補
給

　
市
で
は
、
国
の
教
育
ロ
ー
ン
の
融
資

を
受
け
て
高
校
・
大
学
な
ど
に
入
学
す

る
人
や
在
学
し
て
い
る
人
、
そ
の
親
族

に
、
利
子
の
半
額
を
補
給
し
て
い
ま
す
。

　
入
学
前
で
も
申
請
で
き
ま
す
が
、
交

付
決
定
前
の
利
子
は
対
象
外
で
す
。

対
象
＝
国
の
教
育
ロ
ー
ン
の
融
資
を
受

け
、
次
の
2
つ
の
要
件
を
満
た
す
人

◦
市
に
1
年
以
上
住
民
記
録
が
あ
る

◦
市
税
を
完
納
し
て
い
る

利
子
補
給
期
間
＝
交
付
決
定
さ
れ
た
月

か
ら
在
学
す
る
最
後
の
月
ま
で（
最

長
7
年
間
。留
年
し
た
年
数
は
除
く
）

申
請
に
必
要
な
物
＝
返
済
予
定
表
、
住

民
票（
世
帯
全
員
の
続
柄
が
記
載
さ

れ
た
物
）、
令
和
3
年
度
分
の
市
税

納
税
証
明
書
、
印
鑑
、
入
学
ま
た
は

在
学
を
証
明
で
き
る
物

※
く
わ
し
く
は
教
育
総
務
課（
☎
20
‐

1
5
8
0
）へ
。

県
営
水
道
料
金
の
納
付

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
を
開
始

　
県
営
水
道
の
対
象
地
区
で
水
道
料
金

と
下
水
道
使
用
料
の
納
付
に
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　
利
用
を
希
望
す
る
人
は
1
月
6
日
㈮

か
ら
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://w

w

 

w
.pref.chiba.lg.j 

p/suidou/gyou 

m
u/ryoukin/cred 

itcard.htm
l

）で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

対
象
地
区
＝
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
地
区（
中

台
・
加
良
部
・
赤
坂
・
玉
造
・
橋
賀

台
・
吾
妻
）

※
く
わ
し
く
は
県
水
お
客
様
セ
ン
タ
ー

（
☎
0
5
7
0
‐
0
0
1
‐
2
4
5
）へ
。

幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化

利
用
料
の
一
部
を
支
給

　
市
で
は
、
幼
稚
園
の
預
か
り
保
育
や

認
可
外
保
育
施
設
な
ど
を
利
用
し
「
保

育
の
必
要
性
の
認
定
」
を
受
け
て
い
る

児
童
の
保
護
者
に
対
し
、
利
用
料
の
一

部
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
利
用
料
＝
10
～
12
月
分
の

利
用
料

請
求
書
配
布
場
所
＝
保
育
課（
市
役
所

2
階
）、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https: 

//w
w
w
.city.narita.chiba.jp/

kosodate/page0135_00008.
htm
l

）

申
請
方
法
＝
1
月
31
日
㈫（
当
日
消
印

有
効
）ま
で
に
、
請
求
書
、
領
収
書
、

提
供
証
明
書
な
ど
の
必
要
書
類
を
直

接
ま
た
は
郵
送
で
保
育
課（
〒
2 

8 

6
‐
8
5
8
5 

花
崎
町
7
6 

0
）へ
。

窓
口
で
申
請
す
る
場
合
は
印
鑑
を
持
っ

運行開始を祝って（12日）

12月1日㈭〜15日㈭

市長日誌
市長日誌は市ホームページでも公開しています

2日 総務常任委員会
4日 民生委員・児童委員並びに主任児

童委員退任式・委嘱状伝達交付式

5日
新市場整備・輸出拠点化等調
査特別委員会
建設水道常任委員会
全国ジュニア・ラグビーフットボール大会出場激励会

6日

空港対策・機能強化等調査特別委員会
国際ラジオ放送㈱との災害時に
おける放送に関する協定調印式
教育民生常任委員会
人権週間街頭啓発

7日 観光宣伝キャンペーン出発式
経済環境常任委員会

8日 総務常任委員会

9日
迎春対策全体会議
成田防犯連合会防犯指導員部
成田市部会表彰状授与式
冬の交通安全運動・年末年始特別警戒出動式

11日
国際交流の集い
聴覚障害者協会・手話サークル「こばとの会」・千
葉県手話通訳問題研究会成田班合同クリスマス会

12日 ZIPAIR（成田=サンノゼ線）就航式典

14日
議会運営委員会
全員協議会
総務常任委員会
12月定例市議会閉会

15日 空港周辺道路美化活動出発式
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